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【ラウンドテーブルディスカッション】

市 民 生 活 と抗 生物 質

■講師プロフィール

●司 会 熊澤 浮一 九州大学医学部泌尿器科教授 ・同付属病院院長

●話題提供&コ メンテーター

澤井 仁 日経メデ ィカル発行人

松下 真理 開業医

砂川 慶介 国立東京第二病院小児科医長

小林 宏行 杏林大学医学部第一内科教授

畦地 速見 社団法人日本動物薬事協会理事長

●進行アナウンサ―

大宮杜喜子 日本短波放送

熊澤先生:こ れか ら 「市民生活 と抗生物質」 と題する

ラウンドテーブル ・ディスカッションを開催致 します。

このラウン ド デ ィスカッシ ョンは既 にご案内 しま

したように,壇 上のコメ ンテー ターの先生方だけでは

なしに,ご 来場の一部の皆様にもリモ コンをお持 ちい

ただ き,何 らかの意志表示 をしていただ くとい う企画

によるものです。

時間の関係 もあ りますので,先 生方のご紹介はお配

りしたテキス トで省略 させていただきます。また,テ

キス トには先生方の資料が添付 されてあります。

限られた時間であ りますので,先 生方の中には言い

足 りない部分が生ずるか と思われますが,ど うか参考

資料をご参照下 さい。

それではこれか ら討論を始めます。先ず,砂 川先生

か ら次の世代 を担 う小児の問題を提供 していただ きま

す。

砂川先生:砂 川です。スライドで意見を申し上げます。

抗生物質は小児 には無 くてはならない ものであ りま

すが,ヒ トの感染症に対する治療や発症予 防のみでは

なく,動 物の飼育や感染症にも広 く使用 されてお りま

す。そればか りではな く,ヒ トや動物 に投与 された抗

ス ラ イ ド1.

生物質は環境 にも大 きな影響 を与 えてお ります(ス ラ

イ ド1)。

小児科領域 においては,抗 生物質のみではなく予防

接種 も大変大切 なものであ ります。スライ ド2に は,

抗生物質の発達 によって減少 した感染症の代表的なも

のを示 してあ ります。肺炎,化 膿性髄膜炎,膿 胸,結

核などの重症感染症や,多 くの伝染病 は確 かに減少 し

ました。 もう片方のワクチ ンによって減少 したものに

ジフテリア,破 傷風 百 日咳,ポ リオな どがあ ります。

例 えれば,小 児科領域においては,抗 生物質 とワクチ

ンは車の両輪のような関係なのです。

しか し,日 常遭遇する呼吸器感染症や尿路感染症,

腸管感染症 は減少 したわけではあ りませ ん。それに腎

炎やリューマチ熱の原因となるA群 溶連菌による感染

症 も減少 したわけではあ りません。ただ,腎 炎や リュ

ーマチ熱の発症頻度が抗生物質のお陰で低 くなった と

いうことであります。

一方
,抗 生物質 に耐性 とな り,治 療 にしにくくなっ

た多剤耐性のMRSAや 肺炎球菌感染症 といった問題 も

生 じています。また,冷 蔵庫などの発達によって,食

品保存に対す る皆 さんの意識が薄れ,感 染症に対する

ス ラ イ ド2.
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ス ラ イ ド3.

ス ラ イ ド4.

警戒心の希薄化 が関与していると思われる感染症 もあ

ります(ス ライ ド3)。

抗生物質使用のメリットとデメリットをまとめ ます

とスライ ド4の ようにな ります。感染症はますます複

雑 にな り.お 子 さんが熱を出して来院 された際 に,仮

に抗生物質を処方すると,お 話 しなければならない注

意事項 は沢山あ ります。 しか し,そ の全部 をお話す る

には時間的に到底無理であ ります。また,全 部をお話

すると却って心配されて混乱する場合 もあ ります。

このような状況 を勘案 して,私 としてはこの会場 に

お出での皆 さんに,抗 生物質が処方された際の注意事

項として,何 を望むのかをお聞きしたいと思います。

熊澤先生:質 問を御願いします。

アナ:Q-1

抗生物質 を処方 された際,最 も説明 して欲 しいこと

はどれですか?

1)抗 生物質が処方された理由

2)副 作用の有無

3)服 用期間

4)処 方薬の名前

5)わ からない

それでは該当する数字のボタンを押 し,次 いでOK

のボタンを押 して下 さい。集計結果は図1の 通 りです。

熊澤先生:質 問はテキス トにも載ってい ますので結果

図1

はそれにメモしておいて下さい。

この ことに関連 して,も うお一人の先生のご意見を

お伺いしておきたいと思います。

松下先生。先生は第一線で開業 してお られるわけで

すが,先 生が小児に限 らず成人で風邪に罹患 した方の

診察をした際に,先 生が考え られていることをお話 く

ださい。

松下先生:松 下です。北区にクリニ ックを開設 してい

る開業医 という立場か ら,最 もポ ピュラーな風邪につ

いてスライ ドでお話させていただきます。

ス ラ イ ド5,

ス ラ イ ド6.
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風邪の原因の多 くはウイルスであると言われてお り

ます。最近はクラミジアとい う細菌 とウイルスの中間

にある微生物 も関係 しているといわれていますが.こ

れらの原因を突 き止め るとい うことは開業医の レベル

では到底無理です。 ウイルスには抗生物質はほ とん ど

効きません。従 って,本 当は風邪 に抗生物質 は効かな

いものと理解 してお ります(ス ライ ド5)。

しか し,ウ イルスの中にはスライ ド6の 左に示 した

正常 な気管支の上皮細胞 を破壊す るものがあ ります。

そのような破壊 された場所には,肺 炎球菌やインフル

エ ンザ菌の ような病原細菌が付着 し,そ こで増殖 して

細胞の重感染が起 こる可能性が高 くなる と理解 してお

ります。

このような状態にな ります と,抗 生物質の投与が必

要にな ります。 また,こ のような状態になることを防

ぐために,抗 生物質は有効であるともいわれてお りま

す。 しか し,実 際にはこのような細菌の重感染の状態

を一般 開業医の レベルで見極めることは難しく,風 邪

を引いている患者 を診察すると,抗 生物質 を処方する

のが一般的です。中には患者 さんの方か ら抗生物質を

処方 して欲 しいと言われる場合があることも事実です。

そのようなことか ら,開 業医の立場か ら皆 さんに次

のような質問を致したいと思います。

熊澤先生:質 問を御願い致します。

アナ:Q-2

風邪で医師の診察 を受け,抗 生物質を処方 されまし

た。どうしますか?

1)指 示通 り最後 まで服用する

2)症 状が軽 くなった ら服用 を中止する

3)症 状が重 くならない限 り服用 しない

4)服 用 したり,し なかった りする

5)わ か らない

それではボタンを押して下 さい。

熊澤先生:結 果が表示されました(図2)。

砂川先生。先 の砂川先生の質問に対する結果 と併せ

図2

て何かコメントがあ りますか。

砂川先生:私 達が小児科に来院する患者のお母 さん方

に対して行 ったア ンケー トの調査結果がテキス トの20

頁に記載 されてお ります。お母 さん方が一番知 りたい

のは,可 能性のある病気についての説明ですね。要す

るに診断名 とその疾患の成因についてです。

次が薬の説明ですが,よ く見 られる副作用 について

は細か く説明して欲 しいということでした。

その次が 日常生活の留意事項ですが,も う一つの問

題として,そ のような質問をしに くいお医者 さん もい

るということです。

熊澤先生:な るほど,松 下先生。先生はこの結果を見

てどのように思われますか。

松下先生:患 者 さんか ら質問されて困るのは,処 方 し

た抗生物質が残るとそれを しまってお き,次 に風邪 を

引いた際 に服用するとか,海 外に旅行す る際に持って

行かれることです。

有効期限の問題もあ ります し,そ れこそ副作用 も心

配になります。

それか ら,成 人で も副作用 として消化器症状を訴 え

る方が多いように思います。

熊澤先生:今,砂 川先生 と松下先生か らは副作用 の問

題 と残 りの抗生物質 を大事にとっておいて次に風邪 を

引いた時に服用するという問題がでました。

この問題 につ いては後 で論議 したい と思いますが,

小林先生,内 科医の立場 として今までのことについて

何かコメン トはありませんか。

小林先生:小 林です。私のお話 は後で させていただき

ますが,内 科では例 えば,今,お 話のあった風邪の他

にもう少 し重症の肺炎だ とか,本 日,ご 司会の熊澤先

生の泌尿器科 も同様だと思い ますが慢性 の疾患 もあ り

ます。

結局,こ の ような患者さんに抗生物質 を投与 した時,

何時止めるのかその判断をどこでするのかとい うこと

が問題のように思います。問題は後で提起致 します。

熊澤先生:泌 尿器科 も関係す ることなので後で とい う

ことであ ります。副作用の問題については後で討論 さ

せていただきます。

ところで,澤 井先生。先生 はお医者さんであ りませ

んが,日 常においてはお医者 さん向けの雑誌の編集の

中で,お 医者さんを第三者の目で眺めてい らっしゃい

ます。

このあた りでご自身が感 じてお られることをお話 し

ていただけませんでしょうか。

澤井先生:日 経 メデ ィカルの澤井でございます。 日頃

感 じていることを述べさせていただきます。

昨 今,エ イズ を始 めMRSAに よる院 内感 染や

「O-157」 による食中毒の問題が生 じてお りますが,最

も重要なことはインフォーム ド ・コンセ ン トが どのよ
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うに理解され,実 行 されているか ということに尽 きる

と思います。

スライ ドで少 し説明させていただ きます。

抗生物 質に限らず,あ らゆる医学の領域で優れた医

薬品が開発されてきました(ス ライ ド7)。

その結果,薬 さえ服用 していれば病気が悪 くなるこ

とはない とい う考えも国民の間には芽生えて きたよう

に思います。

ましてや,日 本では健康保険 とい う素晴 らしい医療

制度の下で,国 民の多 くは高い医療費を直接 自分で支

払 うことなしに,薬 を手にすることがで きます。 この

ような状態が何年 とな く続いて参 りました。

また,お 医者さんの側 も処方 した薬の値段を直接患

者 さんと折衝 しなければならない という機会 も無 くな

って しまいました。 その結果,医 療機関はなるべ く高

い薬,あ るいは薬価収益 の差額の大 きい薬に依存する

ようになって きました。

これまで診療報酬 の中に患者指導の項 目がなかった

ことが問題だ と思われます。

患者 も医療費はただということで医療機関に押 し掛

け,医 師は1日 に60人 ～70人 も患者をみなければな

らない。従 ってゆっ くり説明 していられないというこ

とも問題です。

つま り.薬 を処方する側 もお薬について説明す る機

ス ラ イ ド7.

ス ラ イ ド8.

会が少な くなって来 ました し,薬 をもらう側 もその内

容を詳 しく聞 くことが次第にはばかれるという,医 師

と患者の関係 になってきたということです。

今 までの医療裁判の多 くを見てお ります と,ご 家族

の方が患者 さんの状態を医師や看護婦 さんに質問 した

際,ど れだけ親切 にその質問に答えていたかに大きく

左右されているように思えてならないのです。

これからの医療 において インフ ォーム ド ・コンセン

トを確立 してい くためには,医 師は薬を始めとす る医

療の内容 について,患 者 によく説明して理解 を得 る努

力をする必要があ ります。 また患者の側 もいかにうま

く医師に質問 して,お 互いに良い関係 を築いていくか

とい うことが重要なように思います(ス ライ ド8)。

熊澤先生:澤 井先生 どうも有 り難うございました。 日

本の医療制度の現状 をえ ぐる鋭い問題を,柔 らか く包

んで説明していただいたように思います。

それでは澤井先生から頂いた第1の 質問を示 します。

アナ:Q-3

最近,医 師 にかかった際,薬 について説明 して くれ

ましたか?

1)先 生の方か ら詳しく説明して くれた

2)こ ちらか ら聞いたら説明して くれた

3)聞 いたが説明してもらえなかった

4)説 明されないし,説 明を求めなかった

5)わ からない

以上です。会場の中にお医者 さんもおられると思い

ますが.ご 自分 ならどうす るか ということで医師の方

もお答え下さい。

熊澤先生:結 果 は図3の 通 りです。この結果をテキス

トの質問3の ところにメモ しておいて下さい。

次の質問を御願いします。

アナ:Q-4

処方 された薬 について,そ の名前や副作用などに関

心を持ちますか?

1)医 師に聞き薬剤名 ・注意事項を覚えておく

図3
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2)医 師に聞 くが記録 したりはしない

3)医 師に任せて調べたりはしない

4)帰 宅してか ら本で調べ る

5)わ からない

それでは該当するボタンを押 して下さい。

熊澤先生:結 果は図4の とお りです。澤井先生,こ の

結果をご覧になられて如何でしょうか。

澤井先生:医 師に対す る私共の行 った調査で,医 師は

製薬企業に対 して 「服薬時の注意事項 など患者への説

明時に必要 となる情報の提供」を強 く希望 しているこ

とが判 りました。医師側 も説明 したいが,ど う説明 し

た らよいかに迷いがあるようです。お互いに意志の疎

通を図るように努力 しなくてはなりません。

患者は生命 にかかわる病気 にな ります と,薬 に関心

を払い.「 医師か らもらった薬が判 る」本を調べ ます。

またそれがベス トセ ラー にな ります。 しか し,通 常の

通院であっても本当は関心 を持つ必要があるのです。

患者の側に,お 薬 というのは本当に安全なのか,そ

のことに対する教育も必要だという感じが します。

熊澤先生:砂 川先生はいかがで しょうか。

砂川先生:厚 生省は使用上の注意だけではな く,今 後

は市販後の副作用 について もまとめて報告す ることを

考えているようです。

問題は副作用の頻度だけでな く,ど うしたらそれが

防げるかということですね。

熊澤先生:大 変重要 な意見ですね。松下先生は如何で

しょうか。

松下先生:副 作用を防 ぐためには,抗 生物質は何 日程

度服用するのが理想的なのか という問題があります。

それか ら,私 の ところは医薬分業で院外処方を実施

してお りますが,抗 生物質は食前 と食後では吸収 され

る度合いが違 うということもあ ります。患者 さんが こ

ちらの指示 どお りに服用 しているのか も大変気になり

ます。

これか らは,薬 剤師の方の服薬指導をただ窓口で行

図4

うのではな く,お 年寄 りの場合には患 者さんのお宅に

行ってで も,指 導 して頂 く必要がある ように思 ってお

ります。それは抗生物質の適正投与だけではな く,副

作用を防止する上からも大切ではないで しょうか。

熊澤先生:適 正使用と院外処方における薬剤師の問題

にまで発展 してきましたが.そ れではこの辺で,長 期

間抗生物 質を使用する可能性のある内科領域の感染症

について,小 林先生のお話をお伺い しましょう。

小林先生どうぞ。

小林先生:こ れか ら私が申し上げることは,先 程,砂

川先生か らお話のあった感染症 よ りも,も う少 し重症

な肺炎,あ るいは慢性呼吸器疾患に見 られる感染症の

お話 であ ります。 しか も,入 院しない中等症の患者 さ

んの話であ ります。

先ず,最 初に使用 した抗生物質が肺炎に効 く場合 と

効かない場合があ りますが,そ のような場合にどのよ

うなことを考えたらよいかということであ ります。

それには先程か ら話の出ています肺炎を起こすのは

細菌だけではなく,ウ イルスによるもの もあ ります し,

クラミジアやマ イコプラズマとい う細菌より小 さな病

原体によって起こる場合もあ ります(ス ライ ド9)。

また,こ れ らの微生物の中には本質的に抗生物質が

効かないもの もあ ります し,特 定の抗生物質 しか効か

ないものもあ ります。
一方,抗 生物質に耐性 となった,い わゆる耐性菌 に

よって起 きて くる場合 もあ ります。

重要なことは,こ れ らの肺炎 を起 こす病原体を早 く

見つけて,そ れに適した抗生物質を使 うことなのです。

しか しなが ら,そ れは言うは易 く,行 うは極めて困難

なことであ ります。

何故な ら,こ れ らの原因 となっている病原体 を見つ

けるには,早 くて3日,病 原体 によっては病気が治っ

てか らでない と確 定で きないとい う問題があるか らで

す。

そのようなことから,呼 吸器感染症の場合には通常

経験 的に抗生物質が投与 され,適 当な時期に投与 した

ス ラ イ ド9,
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抗生物質が適正であったか否か とい うことを,臨 床症

状か ら判定される場合が多いのであ ります(ス ライ ド

10)。

もちろん,こ の ような経験的な投与の場合には,重

症例では抗生物質を投与する前に検査 をしてお くこ と

が重要です。 しか し,検 査の結果 を待たずに投与 した

抗生物質の適否を判断する場合も多いということです。

実際には,経 験的に投与 された抗生物質が適切であ

ったか否かの判断は,抗 生物質の投与開始後3日 目く

らいにするのが妥当と考えています。

つまり,こ こで重要なことは,抗 生物質を3日 間服

用 しても臨床症状が改善されない場合には,も う一度

医師を訪れ,診 察を受けるということであ ります。

臨床症状が改善しないのに,同 じ抗生物質を漫然 と3

日以上 にわたって服用することは出来うる限 り避けて

頂 きたいのであります。

問題 は,投 与されている抗生物質 を何時止めたらよ

いのかとい うことであ ります(ス ライド11)。

現実 には,多 くの外来の患者 さんは,状 態がよくな

った ら自然 と来院 しなくな ります。要す るに,患 者さ

んご自身が治ったと判断されているということです。

それはそれで,恐 らく間違いはないのでし ょうが,

診察をした医師の側か ら見 ます と,治 って来院 しな く

なったのか,そ れ とも治 らな ぐて他の病院に移 られた

ス ラ イ ド10.

ス ラ イ ド11.

のか分 らないのであります。

中には再発や再燃 に繋がる感染症 もあ ります し,治

療が不十分のままに終わる疾患 もあるということです。

この ようなことで,私 が常 々思っていることがあり

ます。それは,一 体,抗 生物質 を服用 してお られた患

者さんは,症 状が改善 したということを どの段階で判

断 し,ど の段 階で抗生物質の投与は必要ない と,判 断

してお られるので しょうか。

このことは,泌 尿器科領域で も同 じような問題があ

ると思いますので,次 のような質問を致 したいと思い

ます。

質問を御願いします。

アナ:Q-5

抗生物質が投与された際,あ なたはどの時点で抗生

物質の服用を中止 しますか?

1)も らった薬がな くなった時

2)症 状が軽快 した時

3)症 状が軽快 したら服用回数を減 らしてみる

4)医 師の指示があるまで服用する

5)わ からない

以上です。該当する数字を押 して下さい。

熊澤先生:小 林先生か らは大変難 しい質問を頂戴 しま

したが,集 計は図5の 通 りになりました。

本来,こ のような判断 は医師がすべ きことのように

考えていましたが,確 か にもう診察 を受けなくてよい

か どうかという判断は患者 さん ご自身が してお られる

場合が多いようです。

小林先生か らはもうひとつ質問があ りますので,こ

の結果はメモしておいて下さい。

それでは質問を御願いします。

アナ:Q-6

あなたが肺炎になったとして,処 方 された抗生物質

を3日 間内服 しても症状が好転 しなかった時,ど うし

ますか?

1)そ の薬をもう少し飲み続ける

図5
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2)処 方 した医師に再度診察を受ける

3)他 の医師に診察を受ける

4)医 師以外の第3者 に相談す る

5)わ か らない

質問は以上です。該当する数字のボ タンを押 して下

さい。

熊澤先生:結 果は図6の ようになりましたが,小 林先

生この集計結果をご覧になっていかがですか?

小林先生:実 は分か らないという答えが多い と思 って

いたのですが,予 想以上に大変優等生的な回答者が多

いようです。

感染症の場合,実 際 にはフォローア ップが必要 なも

のもあ ります。症状が軽快 してか らも,も う一度来院

して診察を受けていただき,今 後注意しなければなら

ないことや検査の結果をちゃん と聞いていただ きたい

と思います。それで始 めて患者 と医師との信頼関係は

成 り立つ と思います。

私 自身は,抗 生物質の服用の中止は症状が軽快 して

から2日 位経ったところでよいと思ってお ります。

それか ら,抗 生物質は一般 には経験 的に投与 される

場合があるのですか ら,た とえ5日 間処方されても,3

日間服用 しても下熱 しない場合には,5日 間抗生物質を

服用 してか ら再び医師にかかるのではな く,早 めに診

察を受け直すことをお奨め致 します。

熊澤先生:抗 生物質の使 い方について適切なア ドバイ

スを頂戴致 しました。砂川先生,小 児科ではいかがで

しょうか。

砂川先生:小 林先生のおっしゃるとお りだと思います。

小児科の感 冒は特殊 な疾患 を除いて発熱の期間は長 く

ても3日 前後です。

従って,抗 生物質 を処方するのは通常2日 ～3日 分

ですが,お 母 さんが働いているということで5日 程度

処方することもあ ります。

5日 間処方す る理由は,発 熱の期間は長 くても3日

ですか ら,下 熱後 も2日 程度は服用 していただ くとい

図6

う意味です。

ただ,腎 炎や リューマチ熱の原因となるA群 溶連菌

が検出 されているような際には,そ の発症防止の意味

で,も う少 し長期間抗生物質を服用 していただ く必要

があ ります。その ようなことがあ りますので,症 状が

軽快 してか らも,ぜ ひもう 一度診察を受けていただき

たいですね。

熊澤先生:分 か りました。先程,泌 尿器科 も同 じよう

な問題を抱えているのではないか という小林先生のお

話があ りましたので,泌 尿器科の立場 についてスラ イ

ドを用意してお りますのでそれで説明しましょう。

泌尿器科で最 も多い疾患は単純性膀胱炎です。 この

疾患 はご婦人に多い疾患ですが,通 常 は5日 間,抗 生

物質を服用 していただければ十分に治 ります。 そうい

う意味では小林先生や砂川先生のおっしゃるこ とと同

じです(ス ライ ド12)。

5日 経っても軽快 しない膀胱炎の場合には使用 してい

る抗生物質 に耐性の菌か.大 腸菌以外の菌 による感染

症の場合 もあ りますので検査を していただ く必要があ

ります(ス ライ ド13)。

もう一つ,泌 尿器科領域で多い感染症 には複雑性尿

路感染症があ ります。尿路のいずれかに器質的な障害

を持っているために起 きて くる感染症で,先 程の耐性

菌や大腸菌以外の細菌が検出されるような際には複雑

性尿路感染症であることが多 く,詳 しい検査をする必

要があ ります。

それでも適切な抗生物質が使用されれば,5日 程度の

服用で十分であると考えております。

問題は,最 近,尿 道 にカテーテルを留置 してお られ

るお年寄 りが多 くなった とい うことです。尿道にカテ

ーテルを留置 してい ます と,よ く尿路感染症を起 こし

ます。そのため,長 期間にわたって抗生物質が投与さ

れている場合が多 く見 られますが.こ れが問題なので

すね。実際には抗生物質が投与されても,そ う効 きま

せん。

そのため,私 共は出来 る限 りカテーテルを留置する

ス ラ イ ド12.
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ス ラ イ ド13.

ことを止めて,自 立排尿 させ るよう トレーニ ングす る

こと,あ るいは尿排泄時に自分でカテーテルを尿道 に

入れることをお奨め してお ります。詳 しくは,テ キス

トの24ペ ージに記載 してあ りますのでご覧下さい。

それでは膀胱炎 に関連 して次の ような質問を皆 さん

にさせていただきたいと存 じます。

それでは質問を御願い します。

アナ:Q-7

急性膀胱炎には抗生物質の投与は何 日位が妥当で し

ようか?

1)3日

2)1週 間

3)2週 間

4)1ケ 月

5)わ からない

以上です。

アナ:そ れでは該当する数字のボタンを押 して下さい。

熊澤先生:ほ ぼ順当な結果(図7)で すが,中 には2

週間や1ヶ 月 という結果もあります。

それでは次のテーマに移 りたいと存 じます。

畦地先生。先生には私共の立場 からもお聞きしたい

ことが一杯 あるのですが.ど うしてもヒ トの病気が中

心になってしまいます。

先生にお話をしていただ く前に,2つ ばか りお聞きし

てお きたいことがあ ります。

1つ は,今 までのお話の中でヒトにおいては適正投与

という意味か ら抗生物質を何 日間投与 したらよいのか

ということが問題になってお りましたが,動 物では抗

生物質の投与を止める時期 を何時判定 しているのかと

いうことです。

もう1つ は,動 物 にも抗生物質 を投与 して副作用が

生ずることもあると思いますが.ど の ような副作用が

問題 となるのかということです。

畦地先生:動 物 の場合はヒ トと違 い,経 済効率が優先

します。

ペ ットとして飼育されている動物は別 として,多 く

図7

の動物 はヒ トの重要な蛋白源 として飼育 されているわ

けですか ら、止むを得ないことなのかもしれません。

経済効率の最もよい期間のみ投与されることが適正

投与 ということな ります。

それか ら副作用ですが,も ちろん動物 にも下痢など

の副作用 はあ ります。 しか し,こ れも経済効率が優先

します。副作用のために家畜の発育が遅れるような抗

生物質は動物用の医薬品に適さないということになり

ます。

熊澤先生:な る程,極 めて クリア ・カットなお話です

ね。先生 にはテキス トに沢 山の資料 を頂戴 しました。

それらの資料 に書かれているコメ ントは私共に多大な

インパク トを与えるものです。

本 日は時間の関係 もあ り,全 部お話頂 くことは無理

ですが,重 要な点をお話いただけれは幸いです。

畦地先生:時 間も余 りあ りませんので,お 伝えしたい

点のみをまとめてお話いた します。詳しくはテキス ト

をご覧下さい。

本 日お話す る要点を先ずスライ ド14に お示 ししま

す。

第1は,日 本人の摂取す る蛋白量は,戦 後生活が安

定 してきた昭和35年 頃に較べても,今 日飛躍的に増加

してきたということです。

第2に,日 本人が摂取する蛋白源は急速に国内生産

か ら輸入品に変わ りつつあるということであります。

第3に は,輸 入品だけではな く,国 内生産もまた増

加 して参 りましたが,こ の数年間は頭打ちの状態で,

飼育農家は減少する―方です。それ に反比例 して一戸

当た りの飼育頭数は増加 し企業化 して きているという

ことです。

第4に,こ れ らの動物の飼育のためには,ヒ トと同

じく動物用医薬品は必要で,こ とに抗生物質は世界の

人口増加 に見合う蛋白源確保のためには使用せ ざるを

得ないということであ ります。

第5に,抗 生物質を使用することか ら耐性菌による
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ス ラ イ ド14.

環境汚染,あ るいは食品残留薬品といった問題があ り

ますが,そ の取 り組みには国民全体の理解が必要であ

るということであ ります。

スライ ド15は 国民一人当た りの供給畜産食料を昭和

35年 度 と平成6年 度で比較 したものです。その増加率

は鳥肉や豚 肉では10倍 を越 えてお ります。それは牛

乳 ・乳製品か ら卵に至 るあ らゆる分野において認め ら

れています。

スライ ド16に は我が国における畜産総産出額に占め

る動物用医薬品の比率を示 したものですが,そ の使用

量はほとんど変動 していないのです。 また,本 日ご参

加の方々の中には,動 物用医薬品は相当使われている

のではないか と思ってお られる方 もい らっしゃるかと

存じますが,ス ライド17に 示 しましたように,ヒ ト用

医薬品や農薬に較べて微々たるものであることがお判

りいただけるか と存 じます。ただ当然のことなが ら,

畜産物は直接 ヒ トの口に入るものですか ら,残 留薬剤

濃度等についての適切な規制が必要であることはい う

までもないことです。

問題は世界の人口が依然 として増加 しつつあるとき,

食料 としての蛋 白源はまだまだ増や していかなければ

ならないのが現状であ ります。 日本のような豊かにな

った国は,海 外 か らの輸入に頼 らず,国 内で需給すべ

ス ラ イ ド15.

ス ラ イ ド16.

ス ラ イ ド17.

きであるように思います。 しかし,そ のための効率を

考えます と,抗 生物質 は不可欠であるということにな

ります。

以上ですが.そ こで,最 後 に質問をしたいと思い ま

す。

熊澤先生:畦 地先生どうも有 り難うござい ました。先

生か らの質問に答えていだだく前に,1つ だけ先生のご

意見をお伺いしておきたいとことがあ ります。

それは,日 本では目下,大 腸菌 「O-157」 が問題 と

なってお ります。あの菌はもともと牛の下痢症か ら分

離された菌であるといわれているようですが,そ れに

対する対策はいかがでしょうか。

畦地先生:人 畜共通の病原菌 は大腸菌 「O-157」 の他

にも例えばサルモネラだとか,食 中毒の原因となる菌

は沢山あ ります。これ らの菌で動物が発症 している際

は,当 然治療の対象にな りますが,単 なる保菌状態 に

ある際にはそのチェックには限度があります。

基本は屠殺場での衛生管理 とその監視体制,そ れか

ら市中に出回ったときの保存 と管理体制が大変重要だ

と考えてお ります。

それか ら,お 医者 さんを前 において申し上げに くい

ことですが,感 染症 を専 門とす る方が少な くなってい

ることも問題のように思います。抗生物質が如何に発

達 しても,一 般市民 に対す る感染症 に対す る啓蒙運動
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は何時 もしていかなければならないと考えてお ります。

熊澤先生:有 り難 うございました。それでは畦地先生

か ら戴いた質問に入 ります。

アナ:Q-8

蛋白源となる家畜 ・魚の飼育には抗生物質が必要で

すが,食 品残留などの問題 も重要視 されています。抗

生物質を使用することをどう思いますか?

1)反 対である

2)適 正に使用されていれば心配はない

3)よ り適正な使用法を早急に考えて欲 しい

4)抗 生物質よりワクチ ンに頼 るべきだ

5)わ からない

以上です。それでは該当する番号のボタンを押 して

下さい。

熊澤先生:集 計結果がでました(図8)が,畦 地先生い

かがでしょうか。

畦地先生:ワ クチ ンで済ますことの出来る疾患 につい

てはワクチ ンを先ず開発すべ きで しょう。 しかし,ど

のように努力 して もワクチ ンが開発 できない疾患に対

しては,抗 生物質を使用せ ざるを得 ない場合 もあると

図8

思います。

今,も し,飼 育動物に抗生物質を使用す ることを止

めてしまった ら,た ちまちのうちに世界 中の何割かの

ヒトが飢餓の状態に追い込まれることにな ります。

ただ,抗 生物質を適正 に使用するという努力 はこれ

からもしていかなければな らないと思っています。

熊澤先生:こ れで,こ の討論会で問題になったほとん

ど総ての問題 について,一 応の討論 をしたことにな り

ます。

まとめを申し上げます。

本 日は 「市民生活 と抗生物質」 というテーマで,ご

来場の大勢の方々に リモコンをお持 ち戴 き,参 加いた

だ きました。本来は会場か らの自由な御発言を賜 りた

かったのですが,時 間の関係上,十 分なご意見を頂戴

できなかったことを深 くお詫び申し上げ ます。

この討論は,皆 さんが 日常遭遇す る風邪に抗生物質

が使用 されていることか ら始 ま り毎 日摂取 している食

料 に至る まで,抗 生物質の恩恵 を受けているという,

正 に抗生物質が 日常の市民生活に密着 しているという

ことを浮き彫 りにしました。

あらためて,抗 生物質がこの50年 間に果たしてきた

役割を再認識できたと存 じますが,そ の片側で生じて

いる耐性菌や環境汚染の問題 も見過ごすわけには行か

ないことも事実です。

この討論の中で重要なことは,人 類にせっか く与え

られた抗生物質であるか ら大切に しようということで

あったと理解 します。

この言葉を合 い言葉に,21世 紀 に向け 「抗生物質の

適正な使用」 につ いて,市 民の皆様 と共に努力 して参

りたいと思います。

最後 に,話 題を提供 して戴いた先生方,並 びにご来

場の皆様に心か らお礼 を申 し上げます。 どうも有 .り難

うございました。


